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本 別 町 農 業 委 員 会 



第３１回本別町農業委員会総会議事録 

 開 催 日 時    令和 元 年 １２月 ２７ 日 （金曜日） 

 開 催 場 所    本別町役場 ３階会議室 

 

開 催 及 び 

 

閉 会 日 時 

開 会   令和 元 年 １２ 月 ２７ 日   午後 ３時００分 

閉 会 令和 元 年 １２ 月 ２７ 日   午後 ４時１８分 

出 席 委 員 

（１５名） 

議 席 委  員  名 出 欠 議 席 委  員  名 出 欠

１番 佐々木 幸 一 
遅

参
 ９番 小 坂 好 弘 ○  

２番 斎     等 ○  １０番 久 常 直 樹 ○  

３番 河 野 一 紀 ○  １１番 齊 藤 一 成 ○  

４番 牧 田 安 史 ○  １２番 中 野 康 夫 ○  

５番 石山 ひろのり ○  １３番 細 田   昇 ○  

６番 山 西 輝 美 ○  １４番 荒 木 幸 造 ○  

７番 荒   哲 弘 ○  １５番 風 間   進 ○  

８番 川 初 光 章 ○      

職 務 の た め 出 席 

し た 者 の 職 名 

 事務局長 倉 崎 景 一 

 主  査 原   英 樹   主  事 山 﨑   拓 

議 長  会長職務代理者 荒 木 幸 造 

議 事 録 署 名 委 員 
５番  石 山 ひろのり 委員 

７番  荒   哲  弘 委員 



第３１回本別町農業委員会総会 

 

 

議事日程 

開会宣言 

日程１  議事録署名委員の指名 ３番 河野一紀委員 ４番 牧田安史委員 

日程２ 報告第１号 農業経営基盤強化促進法による農用地利用調整結果について 

日程３ 議案第１号 農地法第 18 条第 6項の規定による通知について 

日程４ 議案第２号 現況証明願について 

日程５ 議案第３号 農地法第 3条の規定による許可申請について 

日程６ 議案第４号 転用許可後における事業計画変更申請について 

日程７ 議案第５号 農業経営基盤強化促進法に基づく計画について 

日程８ 議案第６号 農業経営基盤強化促進法に基づく第16条第 1項に基づく買入協議要

請について 

日程９ 報告第２号 農業経営基盤強化促進法による農用地利用調整結果について  

日程１０ 議案第７号 農業経営基盤強化促進法に基づく計画について 

日程１１ 議案第８号 農業経営基盤強化促進法に基づく第16条第 1項に基づく買入協議要

請について 

  閉会宣言 
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第３１回 本別町農業委員会総会 

（議 事 録） 

開会宣言 

山西議長 

 

 

 

 

 

 

日 程 １ 

山西議長 

 

 

日 程 ２ 

山西議長 

 

 

 

原主査 

 

 

 

 

（午後３時００分）  

本日、農業委員会総会の開催にあたりまして、委員の皆様には公私共何かと

お忙しい中、ご出席をいただきましてありがとうございます。 

本日の総会に「佐々木委員」から業務により遅参する旨の届け出がありました

ので、報告いたします。 

それでは、ただ今から、第３１回本別町農業委員会総会を開催いたします。 

本日の出席委員は 1４名です。 

よって定数に達しておりますので、本総会は成立しております。 

議事録署名委員の指名  

議事録署名委員を指名いたします。 

議事録署名委員は、会議規則第１４条により、５番石山ひろのり委員、７番荒哲

弘委員を指名しますのでよろしくお願いします。 

報告第１号 農業経営基盤強化促進法による農用地利用調整結果について 

報告第１号、「農業経営基盤強化促進法による農用地利用調整結果につい

て」を議題とします。 

はじめに１番について報告します。 

事務局より報告の内容の説明を求めます。 

報告第１号、農業経営基盤強化促進法による農用地利用調整結果について、

農業経営基盤強化促進法に基づき農用地利用調整委員会よる調整を行ったの

で下記のとおり報告する。令和元年１２月２７日 本別町農業委員会会長。 

番号１番、出し手住所・氏名、●●● ●●●氏 、Ａ団地 土地の所在 ●●●

７７番５、地目、登記・現況ともに畑、面積３３，１１６㎡、外３筆、計６１，１５７㎡、評



 

                      - 2 - 
 

 

 

 

 

山西議長 

川初委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山西議長 

 

 

 

山西議長 

 

 

原主査 

価価格１，８８３万６千円、Ｂ団地 土地の所在 ●●●７８番８、地目、登記・現況

ともに畑、面積９，８９２㎡、外１筆、計２２，３３５㎡、評価価格６０４万２千円、Ｃ団

地 土地の所在、●●●４番２、地目、登記・現況ともに畑、面積４，５７８㎡、評価

価格１２９万７千円、なお、土地評価表、特記事項は記載のとおりです。 

次に、調整委員長から調整結果を報告願います。 

報告第１号１番について報告します。 

現地調査、調整委員会をともに令和元年１０月３１日に実施し、当日の調整委

員は私、川初と佐々木委員、齊藤委員、地区の斎委員にアドバイスをお願いして

行いました。 

●●●氏が売買を希望している農地について調整を行った結果、Ａ団地は当

該地区標準モデル価格３５万円、土地評価点８８点、１０ａ当り３０万８千円で●●

●氏と調整を行ったところ、受け手の合意が得られず不成立となりましたので、町

長に農業公社への買入要請をします。Ｂ団地は当該地区標準モデル価格３２万２

千円、土地評価点８４点、１０ａ当り２７万５百円で●●●氏と、Ｃ団地は当該地区

標準モデル価格３２万２千円、土地評価点８８点、１０ａ当り２８万３千４百円で●●

●氏と調整を行ったところ、出し手、受け手双方の合意により調整が成立したこと

を報告します。       

ただ今、事務局並びに調整委員長からから説明がありましたが、この報告に対

する質疑を行います。 

どなたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですので、報告第１号１番はこれで報告済みとします。 

次に２番について報告します。 

事務局より報告の内容の説明を求めます。 

番号２番 出し手住所・氏名、●●● ●●●氏、Ａ１団地 土地の所在 ●●
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山西議長 

中野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

山西議長 

 

 

 

山西議長 

日程３ 

山西議長 

 

 

 

山﨑主事 

●７８番２内、地目、登記・現況ともに畑、面積６，０４５㎡、評価価格３万４千円、Ａ

２団地 土地の所在 ●●●７６番１、地目、登記・現況ともに畑、面積５５，０１０

㎡、外１筆、計８６，９３３㎡、評価価格６１万５千円、なお、土地評価表、特記事項

は記載のとおりです。 

次に、調整委員長から調整結果を報告願います。 

２番の利用調整結果について報告いたします。     

現地調査日は令和元年１１月 18 日、 調整委員会は同年 12 月 12 日に開催

し、当日の調整委員は私、中野と荒委員、 久常委員、細田委員、地区の風間委

員にアドバイスをお願いして行いました。      

●●●氏が賃貸借を希望している農地について調整を行った結果、Ａ１団地

は参考借地料７，６００円、土地評価点７３点、１０ａ当り５，５５０円で、Ａ２団地は参

考借地料７，６００円、土地評価点９３点、１０ａ当り７，０７０円で●●●氏と調整を

行ったところ、出し手、受け手双方の合意により調整が成立したことを報告しま

す。 

ただ今、事務局並びに調整委員長からから説明がありましたが、この報告に対

する質疑を行います。 

どなたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですので、報告第１号２番はこれで報告済みとします。  

議案第１号  農地法第１８条第６項の規定による通知について  

議案第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」を議題としま

す。 

はじめに１番から９番まで提案いたします。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

議案第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知について。次のとおり、農
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地の賃貸借について関係者から解約の通知があったので承認の可否について

議決を求める。令和元年１２月２７日、本別町農業委員会会長。 

議案にかかっているものについて解約の通知日から土地の引渡日まで、すべ

て６ヵ月以内であることから、解約の要件を満たしていると思われます。 

番号１番、所在・地番、●●●２２３番２、地目、登記・現況ともに畑、面積２４，７

９２㎡、外７筆、計１２４，４０６㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●

●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日はいずれも令和元年１１月２

５日です。 

番号２番、所在・地番、●●●１０７番１内、地目、登記・現況ともに畑、面積５，

８８９㎡、貸主 ●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●●、解約成立日、土地

の引渡日、通知のあった日は、いずれも令和元年１１月２６日です。 

番号３番、所在地番、●●●１０８番内、地目、登記・現況ともに畑、面積２１，１

８７㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●●、解約成立日、土地

の引渡日、通知のあった日は、番号２番と同じです。 

番号４番、所在・地番、●●●１０５番１０、地目、登記・現況ともに畑、面積１１２

㎡、外２筆、計３９，５７１㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●●、

解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日は番号２番と同じです。 

番号５番、所在・地番、●●●１５３番１内、地目、登記、原野、現況、畑、面積

１７，７０８㎡、外１筆、計２４，７０４㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏

●●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日は番号２番と同じです。 

番号６番、所在・地番、●●●３３８番２、地目、登記、田、現況、畑、面積１０，９

２２㎡、外８筆、計３６，９７８．６９㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏

●●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日は番号２番と同じです。 

番号７番、所在・地番、●●●３４０番１、地目、登記、田、現況、畑、面積４，４４

０㎡、外７筆、計２４，４３２㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●
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山西議長 

 

 

山西議長 

 

 

山西議長 

 

 

 

山﨑主事 

 

 

 

 

 

 

●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日は番号２番と同じです。 

番号８番、所在・地番、●●●３５３番２、地目、登記、田、現況、畑、面積８，６８

４㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●●、解約成立日、土地の

引渡日、通知のあった日は番号２番と同じです。 

番号９番、所在・地番、●●●４００番２、地目、登記・現況ともに畑、面積１７，６

５２㎡、外１３筆、計９３，９２４．１７㎡、貸主 ●●●氏 ●●●、借主、●●●氏

●●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日は番号２番と同じです。以

上です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。 

どなたか質問ありませんか。  

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第１号１番から９番は提案のとおり

承認することに異議ありませんか。 

 （ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第１号１番から９番は提案のとおり承認されました。 

次に１０番から１７番まで提案します。 

事務局より提案内容の説明を求めます。 

番号１０番、所在・地番、●●●５９３番１、地目、登記、原野、現況、畑、面積

５，９４３㎡、外５筆、計４１，３１３㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏

●●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日はいずれも令和元年１１月

２７日です。 

番号１１番、所在・地番、●●●４５番１内、地目、登記・現況ともに畑、面積８，

４８４㎡、貸主 ●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●●、解約成立日、土地

の引渡日、通知のあった日は、いずれも令和元年１２月９日です。 
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山西議長 

 

 

山西議長 

番号１２番、所在・地番、●●●４５番２、地目、登記・現況ともに畑、面積９，０３

３㎡、貸主 ●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●●、解約成立日、土地の

引渡日、通知のあった日は番号１１番と同じです。 

番号１３番、所在・地番、●●●４６３番５、地目、登記・現況ともに畑、面積６４１

㎡、外３筆、計３６，４６８㎡、貸主 ●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●●、

解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日は番号１１番と同じです。 

番号１４番、所在・地番、●●●６６番１０内、地目、登記・現況ともに畑、面積

９，１３９㎡、外２筆、計２２，３８５㎡、貸主 ●●●氏 ●●●、借主、●●●氏

●●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日は、令和元年１２月１６日

です。 

番号１５番、所在・地番、●●●７０番２、地目、登記・現況ともに畑、面積２６，５

８７㎡、外１筆、計２６，７７６㎡、貸主 ●●●氏 ●●●、借主、●●●氏  ●●

●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日は番号１４番と同じです。 

番号１６番、所在・地番、●●●１８３番１内、地目、登記・現況ともに畑、面積

１７，６６３㎡、外４筆、計２３，９４１．５７㎡、貸主 ●●●氏 ●●●、借主、●●

●氏 ●●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日は番号１４番と同じ

です。 

番号１７番、所在・地番、●●●１８７番９、地目、登記、田、現況、畑、面積５，８

６１㎡、外１筆、計１２，８４３㎡、貸主 ●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●

●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日は番号１４番と同じです。以上

です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。 

どなたか質問ありませんか。  

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第１号１０番から１７番は提案のとお
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山西議長 

 

日程４ 

山西議長 

 

山﨑主事 

 

 

 

 

 

山西議長 

石山委員長 

 

 

 

 

山西議長 

 

 

山西議長 

 

 

り承認することに異議ありませんか。 

 （ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第１号１０番から１７番は提案のとおり承認されました。 

議案第２号  現況証明願について 

議案第２号「現況証明願について」を議題とします。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

議案第２号 現況証明願について。次のとおり現況証明願があったので審議の

上、証明書を発給するものとする。令和元年１２月２７日、本別町農業委員会会

長。 

番号1番、所在地番、●●●４３６番１５、地目、登記、畑、現況、山林、面積１，

８７７㎡、外１７筆、計３５，３６０㎡、判定地目、山林・原野、利用状況、山林・原

野、所有者、●●●氏 ●●●。以上です。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第２号１番について報告いたします。調査日は平成３０年１１月１２日、調

査委員は私、石山と、河野委員、荒木委員で行いました。本申請地は、登記簿上

は農地になっていますが、現況は、４４６番１３は原野化して相当年経過、それ以

外の地番については当初から山林であると見られることから、現況証明の発行は

止むを得ないものと見てまいりましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第２号１番は提案のとおり証明書

を発給することに異議ありませんか。 

（ありませんとの声） 
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山西議長 

 

 

日程５ 

山西議長 

 

 

山﨑主事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山西議長 

荒委員長 

 

 

 

 

山西議長 

 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第２号１番は提案のとおり証明書を発給することに決定されま

した。 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とします。 

はじめに１番について提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

議案第３号、農地法第３条の規定による許可申請について。農地法第３条の規

定による許可申請について、下記の通り提出があったので許可の可否について

議決を求める。令和元年１２月２７日、本別町農業委員会会長。 

農地法第３条第２項各号に要する判断については、別添の農地法第３条調査

書のとおりすべての要件を満たしていると思われますので説明を省略させて頂き

ます。 

番号１番、賃貸借、所在・地番、●●●１８０番１３、地目、登記・現況ともに畑、

面積２８６㎡、外１６筆、計６７，４１７㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●

氏 ●●●、申請理由は、稼動力がないため貸付と経営規模拡大のためとなって

おります。以上です。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第３号１番について報告いたします。調査日は、令和元年１１月８日、調査

委員は私、荒と中野委員、細田委員で行いました。 

本申請は、農地法第３条による賃貸の申請であり、申請書に基づき記載内容と

現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとする者により効率

的に利用されると判断いたしましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 
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山西議長 

 

 

山西議長 

 

 

 

山﨑主事 

 

 

山西議長 

荒委員長 

 

 

 

 

山西議長 

 

 

山西議長 

 

 

山西議長 

 

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号１番は提案のとおり許可する

ことに異議ありませんか。 

（ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号１番は提案のとおり許可することに決定されました。 

次に２番について提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号２番、賃貸借、所在・地番、●●●１８３番１２、地目、登記・現況ともに畑、

面積２，８５４㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●●、申請理由

は、非農家のためと経営規模拡大のためとなっております。以上です。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第３号２番について報告します。調査日、調査委員は議案第３号１番と同

じです。 

本申請は、農地法第３条による賃貸の申請であり、申請書に基づき記載内容と

現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとする者により効率

的に利用されると判断いたしましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号２番は提案のとおり許可する

ことに異議ありませんか。 

（ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号２番は提案のとおり許可することに決定されました。 
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山西議長 

荒委員長 

 

 

 

 

山西議長 

 

 

山西議長 

 

 

山西議長 

 

 

 

山﨑主事 

 

 

次に３番について提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号３番、賃貸借、所在・地番、●●●１８７番９、地目、登記、田、現況、畑、

面積５，８６１㎡、外１筆、計１２，８４３㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●

氏 ●●●、申請理由は、非農家のためと経営規模拡大のためとなっておりま

す。以上です。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第３号３番について報告します。調査日、調査委員は、議案第３号１番と

同じです。 

本申請は、農地法第３条による賃貸の申請であり、申請書に基づき記載内容と

現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとする者により効率

的に利用されると判断いたしましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号３番は提案のとおり許可する

ことに異議ありませんか。 

（ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号３番は提案のとおり許可することに決定されました。 

次に４番について提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号４番、賃貸借、所在・地番、●●●１０７番１、地目、登記・現況ともに畑、面

積５，８８９㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●●、申請理由は、

非農家のためと経営規模拡大のためとなっております。以上です。 



 

                      - 11 - 
 

山西議長 

小坂委員長 

 

 

 

 

山西議長 

 

 

山西議長 

 

 

山西議長 

 

 

 

山﨑主事 

 

 

山西議長 

小坂委員長 

 

 

 

 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第３号４番について報告します。調査日は令和元年１２月１７日、調査委員

は私、小坂と風間委員、久常委員で行いました。 

本申請は、農地法第３条による賃貸の申請であり、申請書に基づき記載内容と

現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとする者により効率

的に利用されると判断いたしましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号４番は提案のとおり許可する

ことに異議ありませんか。 

（ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号４番は提案のとおり許可することに決定されました。 

次に５番について提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号５番、賃貸借、所在・地番、●●●１０８番内、地目、登記・現況ともに畑、

面積２１，１８７㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●●、申請理由

は、非農家のためと経営規模拡大のためとなっております。以上です。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第３号５番について報告します。調査日、調査委員は議案第３号４番と同

じです。 

本申請は、農地法第３条による賃貸の申請であり、申請書に基づき記載内容と

現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとする者により効率

的に利用されると判断いたしましたので報告いたします。 
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山西議長 

 

 

山西議長 

 

 

山西議長 

 

 

 

山﨑主事 

 

 

 

山西議長 

小坂委員長 

 

 

 

 

山西議長 

 

 

山西議長 

 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号５番は提案のとおり許可する

ことに異議ありませんか。 

（ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号５番は提案のとおり許可することに決定されました。 

次に６番について提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号６番、賃貸借、所在・地番、●●●１０５番１０、地目、登記・現況ともに畑、

面積１１２㎡、外３筆、計５２，８８０㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏

●●●、申請理由は、非農家のためと経営規模拡大のためとなっております。以

上です。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第３号６番について報告します。調査日、調査委員は議案第３号４番と同じ

です。 

本申請は、農地法第３条による賃貸の申請であり、申請書に基づき記載内容と

現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとする者により効率

的に利用されると判断いたしましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号６番は提案のとおり許可する

ことに異議ありませんか。 
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山西議長 

 

 

 

山﨑主事 

 

 

 

山西議長 

小坂委員長 

 

 

 

 

山西議長 

 

 

山西議長 

 

 

山西議長 

 

 

 

（ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号６番は提案のとおり許可することに決定されました。 

次に７番について提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号７番、賃貸借、所在・地番、●●●３３８番２、地目、登記、田、現況、畑、

面積１０，９２２㎡、外８筆、計３６，９７８．６９㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、

●●●氏 ●●●、申請理由は、非農家のためと経営規模拡大のためとなって

おります。以上です。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第３号７番について報告します。調査日、調査委員は議案第３号４番と同じ

です。 

本申請は、農地法第３条による賃貸の申請であり、申請書に基づき記載内容と

現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとする者により効率

的に利用されると判断いたしましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号７番は提案のとおり許可する

ことに異議ありませんか。 

（ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号７番は提案のとおり許可することに決定されました。 

次に８番について提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 
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小坂委員長 
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山西議長 

 

 

山西議長 

 

 

 

山﨑主事 

 

 

 

 

番号８番、賃貸借、所在・地番、●●●３４０番１、地目、登記、田、現況、畑、

面積４，４４０㎡、外７筆、計２４，４３２㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●

氏 ●●●、申請理由は、非農家のためと経営規模拡大のためとなっておりま

す。以上です。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第３号８番について報告します。調査日、調査委員は議案第３号４番と同

じです。 

本申請は、農地法第３条による賃貸の申請であり、申請書に基づき記載内容と

現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとする者により効率

的に利用されると判断いたしましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号８番は提案のとおり許可する

ことに異議ありませんか。 

（ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号８番は提案のとおり許可することに決定されました。 

次に９番について提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号９番、賃貸借、所在・地番、●●●３５３番２、地目、登記、田、現況、畑、

面積８，６８４㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●● 申請理由

は、非農家のためと経営規模拡大のためとなっております。以上です。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第３号９番について報告します。調査日、調査委員は議案第３号４番と同
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山﨑主事 

 

 

 

山西議長 

小坂委員長 

 

 

 

じです。 

本申請は、農地法第３条による賃貸の申請であり、申請書に基づき記載内容と

現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとする者により効率

的に利用されると判断いたしましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号９番は提案のとおり許可する

ことに異議ありませんか。 

（ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号９番は提案のとおり許可することに決定されました。 

次に１０番について提案します。 

本件は、●●●委員に関する案件ですので、農業委員会等に関する法律第３

１号の規定により、●●●委員の退席を求めます。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号１０番、賃貸借、所在・地番、●●●１２番１内、地目、登記・現況ともに畑、

面積５，３９３㎡、外９筆、計５４，１９４㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●

氏 ●●●、申請理由は、非農家のためと経営規模拡大のためとなっておりま

す。以上です。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第３号１０番について報告します。調査日、調査委員は議案第３号４番と

同じです。 

本申請は、農地法第３条による賃貸の申請であり、申請書に基づき記載内容と

現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとする者により効率
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山﨑主事 

 

 

 

山西議長 

小坂委員長 

 

 

  

 

山西議長 

 

 

的に利用されると判断いたしましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号１０番は提案のとおり許可す

ることに異議ありませんか。 

（ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号１０番は提案のとおり許可することに決定されました。 

ここで、●●●委員の復席を許可します。 

次に１１番について提案します。 

 事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号１１番、賃貸借、所在・地番、●●●２３５番８、地目、登記・現況ともに畑、

面積２１，６４７㎡、外１筆、計２４，１２８㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●

●氏 ●●●、申請理由は、非農家のためと経営規模拡大のためとなっておりま

す。以上です。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第３号１１番について報告します。調査日、調査委員は議案第３号４番と

同じです。 

本申請は、農地法第３条による賃貸の申請であり、申請書に基づき記載内容と

現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとする者により効率

的に利用されると判断いたしましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 
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質問がないようですのでお諮りします。議案第３号１１番は提案のとおり許可す

ることに異議ありませんか。 

（ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第１１番は提案のとおり許可することに決定されました。 

次に１２番について提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号１２番、賃貸借、所在・地番、●●●２２３番２、地目、登記・現況ともに畑、

面積２４，７９２㎡、１１筆、計１４１，７１４㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●

●氏 ●●●、申請理由は、借主変更と上記理由によるとなっております。以上

です。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第３号１２番について報告します。調査日、調査委員は議案第３号４番と

同じです。 

本申請は、農地法第３条による賃貸の申請であり、申請書に基づき記載内容と

現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとする者により効率

的に利用されると判断いたしましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号１２番は提案のとおり許可す

ることに異議ありませんか。 

（ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号１２番は提案のとおり許可することに決定されました。 
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次に１３番について提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号１３番、所有権移転（売買）、所在・地番、●●●２６０番４、地目、登記・現

況ともに畑、面積３３，３８０㎡、外１筆、計５２，３４７㎡、譲渡人、●●●氏 ●●

●、譲受人、●●●氏 ●●●、申請理由は、参加法人へ譲渡と経営規模拡大

のためとなっております。以上です。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

議案第３号１３番について報告します。調査日、調査委員は議案第３号１番と

同じです。 

本申請は、農地法第３条による売買の申請であり、申請書に基づき記載内容と

現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとする者により効率

的に利用されると判断いたしましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案に対する

質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号１３番は提案のとおり許可す

ることに異議ありませんか。 

（ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号１３番は提案のとおり許可することに決定されました。 

次に１４番と１５番について提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号１４番、使用貸借、所在・地番、●●●１７８番１、地目、登記・現況ともに

畑、面積２８，６９６㎡、外１３筆、計１４３，５４１．６１㎡、貸主、●●●氏 ●●●、

借主、●●●氏 ●●●、申請理由は、後継者への経営移譲２０年間と上記理
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由によるとなっております。 

番号１５番、使用貸借、所在・地番、●●●１１３番２、地目、登記・現況ともに

畑、面積１７，７４３㎡、外１９筆、計２６２，６３６㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借

主、●●●氏 ●●●、申請理由は、後継者への経営移譲１０年間と上記理由に

よるとなっております。以上です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。ど

なたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号１４番と１５番は提案のとおり

許可することに異議ありませんか。 

（ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号１４番と１５番は提案のとおり許可することに決定されま

した。 

議案第４号 転用許可後における事業計画変更申請について 

 議案第４号「転用許可後における事業計画変更申請について」を議題としま

す。 

 事務局より提案の内容の説明を求めます。 

 議案第４号 転用許可後における事業計画変更申請について。次のとおり、農

地の転用を許可した事業計画に変更申請があったので、承認するものとする。令

和元年１２月２７日 本別町農業委員会会長 

 番号１番、当初計画、所在・地番、●●●３３２番５内、地目、登記・現況ともに

畑、面積、８１１㎡、地種、農用地区域内農地、申請者、●●●氏 ●●●、転用

期間、永久転用、完了日、令和元年１２月２０日、転用目的、麦乾乾燥庫、変更計

画、完了日、令和２年１月３１日、転用目的は変わりません。事業計画どおり事業
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が遂行できない理由、本業である農作業の合間に建設する予定であったが、農

作業が忙しく予定どおり建設することができなくなったため、工期の変更を申請す

る。以上です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。ど

なたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第４号１番は提案のとおり承認する

ことに異議ありませんか。 

（ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第４号１番は提案のとおり承認することに決定されました。 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法に基づく計画について 

議案５号「農業経営基盤強化促進法に基づく計画について」を議題とします。 

はじめに、１番から６番について提案いたします。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法に基づく計画について。次のとおり、農

業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画につい

て決議を求める。令和元年１２月２７日、本別町農業委員会会長。 

番号 1 番、賃貸借、所在・地番、●●●１０６番１内、地目、登記・現況ともに

畑、面積２９，２２３㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●●、利用

権の種類・法律関係はともに賃貸、始期、令和元年１２月３０日、終期、令和３年３

月２７日、期間、１年３ヵ月、金額、１０ａ当り９，３４０円。 

番号２番、賃貸借、所在・地番、●●●７６番１、地目、登記・現況ともに畑、面

積５５，０１０㎡、外２筆、計９２，９７８㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●

氏 ●●●、利用権の種類・法律関係はともに賃貸、始期、令和元年１２月３０
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日、終期、令和３年１２月２９日、期間、２年、金額、１０ａ当り６，９８０円。 

番号３番、賃貸借、所在・地番、●●●２７３番１内、地目、登記・現況ともに畑、

面積１７，８５１㎡、外１筆、計６７，４３７㎡、貸主、●●●氏外３名 ●●●、借主、

●●●氏 ●●●、利用権の種類・法律関係、始期、終期は番号２番と同じで

す。期間、５年、金額、１０ａ当り１０，０００円。 

番号４番、賃貸借、所在・地番、●●●４６６番２、地目、登記・現況ともに畑、面

積２，２９０㎡、外５筆、計７３，８９１㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 

●●●、利用権の種類・法律関係、始期、終期、期間は番号２番と同じです、金

額、１０ａ当り５，８２０円。 

番号５番、賃貸借、所在・地番、●●●１５３番１内、地目、登記、原野、現況、

畑、面積１７，７０８㎡、外１筆、計２４，７０４㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●

●●氏 ●●●、利用権の種類・法律関係はともに賃貸、始期、令和元年１２月３

０日、終期、令和７年３月３０日、期間、５年３ヵ月、金額、１０ａ当り５，０００円。 

番号６番、賃貸借、所在・地番、●●●４００番２、地目、登記・現況ともに畑、面

積１７，６５２㎡、外１３筆、計９３，９２４．１７㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●

●●氏 ●●●、利用権の種類・法律関係、始期は番号３番と同じです。終期、

令和８年４月２５日、期間、７年４ヵ月、金額、１０ａ当り５，８７０円。以上です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。ど

なたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第５号１番から６番は提案のとおり

決定することに異議ありませんか。 

 （ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第５号１番から６番は提案のとおり決定されました。 



 

                      - 22 - 
 

 

 

 

 

原主査 

 

 

 

 

山西議長 

 

 

山西議長 

 

 

山西議長 

 

 

 

 

原主査 

 

 

 

 

 次に７番について提案いたします。 

 本件は●●●委員に関する案件ですので農業委員会等に関する法律第３１条

の規定により、●●●委員の退席を求めます。 

 事務局より提案の内容の説明を求めます。 

 番号７番、賃貸借、所在・地番、●●●１５番７、地目、登記・現況ともに畑、面

積２７，９７５㎡、外５筆、計６６，１５１㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●

氏 ●●●、利用権の種類、法律関係はともに賃貸、始期、令和元年１２月３０

日、終期、令和６年１０月２８日、期間、４年１０ヵ月、金額１０ａ当り３９６，３６０円。以

上です。 

 ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。

どなたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第５号７番は提案のとおり決定する

ことに異議ありませんか。 

 （ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第５号７番は提案のとおり決定されました。 

ここで、●●●委員の復席を許可します。 

次に８番と９番について提案いたします。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号８番、賃貸借、所在・地番、●●●１８３番２、地目、登記・現況ともに畑、面

積２７，３１９㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●●、利用権の種

類、法律関係はともに賃貸、始期、令和元年１２月３０日、終期、令和６年１０月２８

日、期間、４年１０ヵ月、金額１０ａ当り１３８，２４０円。 

番号９番、所有権移転、所在・地番、●●●８６番１、地目、登記・現況ともに
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畑、面積２８，７７６㎡、外５筆、計１３４，８５３㎡、譲渡人、●●●氏 ●●●、譲受

人 ●●●氏 ●●●、移転時期、令和元年１２月３０日、支払期限、令和２年２

月１４日、引渡時期、対価の支払日、金額２，７２４万円。以上です。 

 ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。

どなたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第５号８番と９番は提案のとおり決

定することに異議ありませんか。 

 （ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第５号８番と９番は提案のとおり決定されました。 

議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１６条第１項に基づく農用地買入協議

要請について 

議案第６号「農業経営基盤強化促進法第１６条第１項に基づく農用地買入協

議要請について」を議題とします。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１６条第１項に基づく農用地買入協

議要請について。農業経営基盤強化促進法第１５条第１項に基づき申し出のあ

った下記農用地について、公益財団法人北海道農業公社による買入が必要と認

められるので、本別町に対し要請することについて審議されたい。令和元年１２月

２７日 本別町農業委員会会長 

番号１番、所有権の移転申出者住所・氏名、●●●３番地 ●●●氏、所有権

の移転申出年月日、令和元年５月７日、申出に係る農用地、土地の所在、本別

町●●●７７番５、地目、登記・現況ともに畑、面積３３，１１６㎡。外３筆、計６１，１

５７㎡。以上です。 
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荒委員長 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。ど

なたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第６号１番は提案のとおり要請する

ことに異議ありませんか。 

 （ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第６号１番は提案のとおり要請することが決定されました。 

ここで、追加議案を提出いたします。 

追加議案書を配付しますので、暫時休憩いたします。 

（議案書配付） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

報告第２号 農業経営基盤強化促進法による農用地利用調整結果について 

 報告第２号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用結果について」を議

題とします。 

はじめに１番について報告いたします。 

事務局より報告の内容の説明を求めます。 

報告第２号、農業経営基盤強化促進法による農用地利用調整結果について、

農業経営基盤強化促進法に基づき農用地利用調整委員会よる調整を行ったの

で下記のとおり報告する。令和元年１２月２７日 本別町農業委員会会長。 

番号１番、出し手住所・氏名、●●● ●●●氏、Ａ団地 土地の所在 ●●

●５９３番１、地目、登記、原野、現況、畑、面積５，９４３㎡、外５筆、計４２，５６１

㎡、評価価格８１１万６千円、なお、土地評価表、特記事項は記載のとおりです。 

次に、調整委員長から調整結果を報告願います。 

報告第２号１番について報告します。 



 

                      - 25 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

山西議長 

 

 

 

山西議長 

 

 

原主査 

 

 

山西議長 

齊藤委員長 

 

 

 

 

 

 

現地調査は令和元年１０月２９日、調整委員会は同年１１月２７日に実施し、当

日の調整委員は私、荒と久常委員、中野委員、細田委員、地区の佐々木委員に

アドバイスをお願いして行いました。 

●●●氏が売買を希望している農地について調整を行った結果、Ａ団地は当

該地区標準モデル価格２２万７千円、土地評価点８４点、１０ａ当り１９万７百円で、

●●●氏と調整を行ったところ、受け手の合意が得られず不成立となりましたの

で、町長に農業公社への買入要請をします。 

ただ今、事務局並びに調整委員長からから説明がありましたが、この報告に対

する質疑を行います。 

どなたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですので、報告第２号１番はこれで報告済みとします。 

次に２番について報告いたします。 

事務局より報告の内容の説明を求めます。 

番号２番、出し手住所・氏名、●●● ●●●氏、Ａ団地 土地の所在 ●●

●４６３番５、地目、登記・現況ともに畑、面積６４１㎡、外３筆、計３６，４６８㎡、評

価価格１，１８１万６千円、なお、土地評価表、特記事項は記載のとおりです。 

次に、調整委員長から調整結果を報告願います。 

報告第２号２番について報告します。 

現地調査は令和元年１１月１１日、調整委員会は同年１２月９日に実施し、当日

の調整委員は私、齊藤と佐々木委員、斎委員、川初委員、地区の細田委員にア

ドバイスをお願いして行いました。 

●●●氏が売買を希望している農地について調整を行った結果、Ａ団地は当

該地区標準モデル価格３４万１千円、土地評価点９５点、１０ａ当り３２万４千円で、

●●●氏と調整を行ったところ、受け手の合意が得られず不成立となりましたの
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で、町長に農業公社への買入要請をします。 

ただ今、事務局並びに調整委員長からから説明がありましたが、この報告に対

する質疑を行います。 

どなたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですので、報告第２号２番はこれで報告済みとします。 

次に３番について報告いたします。 

事務局より報告の内容の説明を求めます。 

番号３番、出し手住所・氏名、●●● ●●●氏外１名、Ａ団地 土地の所在

●●●４５番１、地目、登記・現況ともに畑、面積１０，０２４㎡、外１筆、計１９，０５７

㎡、評価価格５２１万８千円、なお、土地評価表、特記事項は記載のとおりです。 

次に、調整委員長から調整結果を報告願います。 

報告第２号３番について報告します。 

現地調査は令和元年１１月１１日、調整委員会は同年１２月９日に実施し、当日

の調整委員は私、斎と佐々木委員、川初委員、地区の齊藤委員にアドバイスを

お願いして行いました。 

●●●氏、●●●氏が売買を希望している農地について調整を行った結果、

Ａ団地は当該地区標準モデル価格３３万１千円、土地評価点９０点、１０ａ当り２９

万７千９百円で、●●●氏と調整を行ったところ、出して、受け手双方の合意によ

り調整が成立したことを報告します。 

ただ今、事務局並びに調整委員長からから説明がありましたが、この報告に対

する質疑を行います。 

どなたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですので、報告第２号３番はこれで報告済みとします。 
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次に４番について報告いたします。 

本件は●●●委員に関する案件ですので、農業委員会等に関する法律第３１

条の規定により、●●●委員の退席を求めます。 

事務局より報告の内容の説明を求めます。 

番号４番、出し手住所・氏名、仙美里３ ●●●氏外３名、Ａ団地 土地の所在

●●●１８０番４内、地目、登記・現況ともに畑、面積１，９７９㎡、外４筆、計１２，２

１８．７２㎡、評価価格１０万２千円、Ｃ団地 土地の所在 ●●●７０番２内、地

目、登記・現況ともに畑、面積１５，６０９㎡、外３筆、計３５，４４２㎡、評価価格３３

万４千円、Ｄ１団地 土地の所在 ●●●６６番５、地目、登記、宅地、現況、畑、

面積１４５．４５㎡、外３筆、計１６，３３３．４５㎡、評価価格１３万４千円、Ｄ２団地

土地の所在 ●●●７０番２内、地目、登記・現況ともに畑、面積５，２４７㎡、外１

筆、計５，４３６㎡、評価価格４万１千円、Ｄ３団地 土地の所在 ●●●７０番２

内、地目、登記・現況ともに畑、面積３，３６７㎡、評価価格２万５千円、Ｅ団地 土

地の所在 ●●●６６番１０内、地目、登記・現況ともに畑、面積４，９２４㎡、外１

筆、計５，０５２㎡、評価価格４万円、なお、土地評価表、特記事項は記載のとおり

です。 

次に、調整委員長から調整結果を報告願います。 

報告第２号４番について報告します。 

現地調査は令和元年１１月１２日、調整委員会は同年１２月１６日に実施し、当

日の調整委員は私、石山と河野委員、荒木委員、地区の斎委員にアドバイスを

お願いして行いました。 

●●●氏外３名が賃貸借を希望している農地について調整を行った結果、Ａ

団地は参考借地料９千９百円、土地評価点８４点、１０ａ当り８千３百２０円で、Ｃ団

地は参考借地料９千９百円、土地評価点９５点、１０ａ当り９千４百１０円で、Ｄ１団

地は参考借地料９千９百円、土地評価点８３点、１０ａ当り８千２百２０円で、Ｄ２団
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地は参考借地料９千９百円、土地評価点７７点、１０ａ当り７千６百２０円で、Ｄ３団

地は参考借地料９千９百円、土地評価点７５点、１０ａ当り７千４百３０円で、Ｅ団地

は参考借地料９千９百円、土地評価点７９点、１０ａ当り７千８百２０円で細田拓郎

氏と調整を行ったところ、出し手、受け手双方の合意により調整が成立したことを

報告します。 

ただ今、事務局並びに調整委員長からから説明がありましたが、この報告に対

する質疑を行います。 

どなたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですので、報告第２号４番はこれで報告済みとします。 

ここで、●●●委員の復席を許可します。 

議案第７号 農業経営基盤強化促進法に基づく計画について 

議案７号「農業経営基盤強化促進法に基づく計画について」を議題とします。 

はじめに、１番から４番について提案いたします。 

本件は●●●委員に関する案件ですので、農業委員会等に関する法律第３１

条の規定により、●●●委員の退席を求めます。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

議案第７号 農業経営基盤強化促進法に基づく計画について。次のとおり、農

業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画につい

て決議を求める。令和元年１２月２７日、本別町農業委員会会長。 

番号 1 番、賃貸借、所在・地番、●●●１８３番１内、地目、登記・現況ともに

畑、面積６，１５４㎡、外２筆、計９，５７８．５７㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、

●●●氏 ●●●、利用権の種類・法律関係はともに賃貸、始期、令和元年１２

月３０日、終期、令和６年１２月２９日、期間、５年、金額、１０ａ当り８，３２０円。 

番号２番、賃貸借、所在・地番、●●●６６番５、地目、登記、宅地、現況、畑、
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面積１４５．４５㎡、外３筆、計１８，７８８．４５㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、

●●●氏 ●●●、利用権の種類・法律関係はともに賃貸、始期、令和元年１２

月３０日、終期、令和１１年１２月２９日、期間、１０年、金額、１０ａ当り８，０９０円。 

番号３番、賃貸借、所在・地番、●●●７０番１、地目、登記・現況ともに畑、面

積２，７８６㎡、外５筆、計２５，２５９．１５㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●

●氏 ●●●、利用権の種類・法律関係、始期、終期、期間は番号２番と同じで

す。金額、１０ａ当り９，１８０円。 

番号４番、賃貸借、所在・地番、●●●７０番２内、地目、登記・現況ともに畑、

面積２４，２２３㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●●、利用権の

種類・法律関係、始期、終期、期間は番号２番と同じです。金額、１０ａ当り８，７５０

円。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。ど

なたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第７号１番から４番は提案のとおり

決定することに異議ありませんか。 

 （ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第７号１番から４番は提案のとおり決定されました。 

ここで、●●●委員の復席を許可します。 

次に５番から８番について提案いたします。 

  事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号５番、所有権移転、所在・地番、●●●４５番１、地目、登記・現況ともに

畑、面積、１０，０２４㎡、譲渡人、●●●氏 ●●●、譲受人、●●●氏 ●●

●、利用権の種類・法律関係はともに売買、移転時期、令和元年１２月３０日、支
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払期限、令和２年２月２８日、引渡時期、対価の支払日、金額、２５２万７千円。 

番号６番、所有権移転、所在・地番、●●●４５番２、地目、登記・現況ともに

畑、面積、９，０３３㎡、譲渡人、●●●氏 ●●●２、譲受人、●●●氏 ●●

●、利用権の種類・法律関係、移転時期、支払期限、引渡時期は番号５番と同じ

です。金額、２６９万１千円。 

番号７番、所有権移転、所在・地番、●●●１２６番１８、地目、登記・現況ともに

畑、面積、６，９９１㎡、外５筆、計３４，５８０㎡、譲渡人、●●●氏 ●●●、譲受

人、●●●氏 ●●●、利用権の種類・権利関係はともに売買、移転時期、令和

元年１２月３０日、支払期限、令和２年２月１４日、引渡時期、対価の支払日、金

額、６６２万７千円。 

番号８番、所有権移転、所在・地番、●●●１２８番１、地目、登記・現況ともに

畑、面積、３３，４２７㎡、外１２筆、計１２０，１８０㎡、譲渡人、●●●氏 ●●●、

譲受人、●●●氏 ●●●、利用権の種類・権利関係、移転時期、支払期限、引

渡時期は番号７番と同じです。金額、２，１７５万１千円。以上です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。ど

なたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第７号５番から８番は提案のとおり

決定することに異議ありませんか。 

 （ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第７号５番から８番は提案のとおり決定されました。 

議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１６条第１項に基づく農用地買入協議

要請について 

議案第８号「農業経営基盤強化促進法第１６条第１項に基づく農用地買入協
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議要請について」を議題とします。 

１番と２番を一括して提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１６条第１項に基づく農用地買入協

議要請について。農業経営基盤強化促進法第１５条第１項に基づき申し出のあ

った下記農用地について、公益財団法人北海道農業公社による買入が必要と認

められるので、本別町に対し要請することについて審議されたい。令和元年１２月

２７日 本別町農業委員会会長 

番号１番、所有権の移転申出者住所・氏名、●●●５２番地 ●●●氏、所有

権の移転申出年月日、令和元年９月２７日、申出に係る農用地、土地の所在、本

別町●●●５９３番１、地目、登記、原野、現況、畑、面積５，９４３㎡。外５筆、計４

２，５６１㎡。 

番号２番、所有権の移転申出者住所・氏名、●●●４６３番地３ ●●●氏、所

有権の移転申出年月日、令和元年１０月２８日、申出に係る農用地、土地の所

在、本別町●●●４６３番５、地目、登記・現況ともに畑、面積６４１㎡。外３筆、計３

６，４６８㎡。以上です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行います。ど

なたか質問ありませんか。 

（ありませんとの声） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第８号１番と２番は提案のとおり要

請することに異議ありませんか。 

 （ありませんとの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第８号１番と２番は提案のとおり要請することが決定されまし

た。 
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以上で、本日の総会に提案された案件は全て終了しました。これで会議を閉じ

ます。大変ご苦労さまでした。 

 午後４時１８分終了する。 

以上、会議のてん末を録し議事録とする。 

   以上のとおり相違ないことを認め署名する。 

令和 元 年 １２ 月 ２７ 日 

 

 

議   長    山 西 輝 美   ㊞ 

 

署名委員    石山 ひろのり   ㊞ 

 

署名委員    荒   哲 弘  ㊞ 
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